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≪ 発達障がい児に関する事業の取組について≫ 

※実績は全て R3.9 月末時点 
 

目指すべき 

方向性 
令和 3 年度までの取組 今後の取組（案） 

①  

分かりやすい 

相談窓口 

（障がい福祉課） 

 

■ 発達支援に関する総合相談窓口

の設置（R2.7.1～） 

 

○発達支援室 

・室長、臨床心理士１名、保健師２名 

・庁内外の関係課・関係機関との連絡

調整 

 

○相談窓口 

・場所は本庁１階 63 番窓口 

・２名常駐 

（臨床心理士１名、保健師１名） 

・予約制での相談 

・対象は義務教育終了まで 

 

○実績 

・相談件数 906 件 

（新規 376 件、継続 530 件） 

・事後経過 

専門医療機関紹介 24 名 

福祉サービス新規申請 30 名 

 

 

・相談窓口を継続して開設し、庁内外の関

係課・関係機関と連携を図りながら支援

を行っていく。 

②  

本人・保護者 

への情報発信 

（障がい福祉課） 

 

■ 地域の社会資源をまとめたハン
ドブックの活用 

・R2 年度に子どもの気になる行動と
その対応について、相談窓口、社会
資源についてまとめた内容のハン
ドブックを作成。 

・保護者や保育園、幼稚園、小学校等
の関係機関に配布。 

・相談者にもハンドブックを活用し
ながら、説明等を行う。 

 

〇さわやかサポートファイルの内容見直
し検討 

・さわやかサポートファイルとは、このフ
ァイルを持つ方の障がいの特性や接し
方について、支援する方に知ってもらう
ため情報を記録しておくもの。 

・平成 24 年に配布を開始し、現在 219 人
に配布している。 

・作成から数年経過しているので、内容に
ついて、発達障がいの方やその保護者の
方が使いやすいように改訂を検討して
いく。 

 

  

資料２ 
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目指すべき 

方向性 
令和 3 年度までの取組 今後の取組（案） 

③  

健診後の 

フォロー体制 

 

・親子教室 

（障がい福祉課） 

 

 

 

 

 

 

・専門医による発

達相談 

（健康づくり課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 親子教室の開催 

・佐賀整肢学園こども発達医療セン

ターに委託 

・１グループ親子５組、６回の教室を

開催 

・今年度は３グループの教室を実施 

 

 

■ ほほえみ相談室の一部拡充 

・臨床心理士、専門医、言語聴覚士に

よる個別の発達相談を実施。R3 年

度からは、専門医及び言語聴覚士

の相談枠を拡充している。 

・対象は、健診や健診後の電話フォロ

ーなどで発達の遅れや発達障がい

等が疑われる子ども 

 

◎ 臨床心理士 

・月６回、１人１時間×３枠 

年間 72 回、216 枠 

・必要に応じて、新版Ｋ式や遠城寺式

発達検査等を行う。 

○実績 

・相談件数 103 件 

（新規 101 件、継続 2 件） 

・事後経過 

相談継続 34 名 

終了（助言のみ）33 名 

専門医療機関紹介 21 名 

関係機関紹介等 7 名 

校区保健師フォロー 4 名 

その他 4 名 

※重複集計あり 

 

◎  専門医 

・月１～２回、１人３０分×３枠 

年間 15 回、45 枠 

・相談対応は、佐賀整肢学園こども発

達医療センターの小児科医に依頼 

・相談では、必要に応じ専門医療機関

への紹介状を発行し、スムーズな

 

 

 

 

〇親子教室の継続開催 

・新型コロナウイルス感染症の動向をみ

ながら、継続して教室を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※臨床心理士による従来からの相談につ

いては、現在も相談待機が生じている。

今後、発達支援室との連携をより一層強

化しながらスムーズな相談につなげら

れるよう支援していく。 
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・すくすく子育て

相談会 

（健康づくり課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診につながっている。 

○実績 

・相談件数 21 件（全て新規） 

・事後経過 

専門医療機関へ紹介状発行19名 

助言指導のみ 2 名 

 

◎ 言語聴覚士 

・月１回、１人 45 分×5 枠 

年間 12 回、60 枠 

・相談対応は、佐賀県言語聴覚士会か

ら相談員を派遣 

・主な相談内容は、言葉の遅れや吃

音、発音不明瞭などである。 

・相談では、家庭での関りの助言の

他、詳しい検査や訓練の必要性を

認めた場合には、専門医療機関の

受診を案内している。 

○実績 

・相談件数 23 件（全て新規） 

・事後経過 

相談継続 2 名 

終了（助言のみ）1 名 

専門医療機関紹介 13 名 

専門医相談紹介 1 名 

電話フォロー等 6 名 

 

 

■ すくすく子育て相談会 

・行動・発達面が気になる就学前の子

どもや育てにくさ等で育児に不安

のある保護者を対象に「NPO 法人

それいゆ」の相談員が個別に相談

を行う。 

・月２回×４枠・50 分 

（年間 24 回・96 枠） 

○実績 

・相談件数 43 件（全て新規） 

・事後経過 

わくわくキッズ 27 名 

発達支援室紹介 15 名 

専門医療機関紹介 7 名 

にこにこ発達相談紹介 1 名 

その他 9 名 

※重複集計あり 
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早期診断事業 

（子育て総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童発達支援事業所  

クラスルームといろ  

（子育て総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

療育実践研修事業 

（子育て総務課） 

 

■ 早期診断事業 

・１～２歳の子どもとその保護者を対

象に２週間に１回の発達相談を行

い、診断につなげる。 

○実績 

・相談件数 7 件 

（新規 5 件、継続 2 件） 

・事後経過 

といろ利用 3 名 

 

 

■ クラスルームといろ 

・就学前の児童を対象に、３歳未満は

２週間に１回の個別療育を、３歳児

以上は週１回の集団療育を実施す

る。 

○実績 

・支援件数 64 件 

（新規 5 件、継続 59 件） 

 

 

■ 療育実践研修事業 

・市内の児童発達支援事業所に対して

クラスルームといろの療育のノウハ

ウを実践的に学んでもらう。 

○実績 

・受講数 3 事業所（3 名） 

 

・引き続き、受け入れを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き、受け入れを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○見込 

・受講数 4 事業所（4 名） 

 

④  

診断待機や 

グレーゾーンを対

象にした支援の在

り方検討 

（保育幼稚園課） 

 

■ 保育園・幼稚園等への巡回相談の

強化 

・「発達支援アドバイザー」を元佐賀大

学教授日野久美子氏へ委嘱 

・週１回巡回相談員と同行訪問 

・専門的見地からの園児の見取りと園

の保育士・幼稚園教諭に対し、支援及

び助言の実施 

○実績 

・相談件数 12 件 

（発達支援アドバイザー巡回回数）  

 

 

・引き続き、発達支援アドバイザーによる訪

問を続行する。 
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目指すべき 

方向性 
令和 3 年度までの取組 今後の取組（案） 

⑤  

学校での学習環境

の整備 

（学校教育課） 

 

■ 校内での学習支援教材・教具の充実 

・特別支援教育に係る学校訪問を行

い、各学校の特別支援学級や通級に

よる指導の教育内容について情報提

供・指導助言を行う。 

 

■ 特別支援教育に関する体制整備 

・専門性の向上を目的とした研修や校

内支援体制の充実を図る。 

 

■ 発達障がい児相談室運営事業 

（ひまわり相談室） 

・発達障がいを理由に学校への適応に

困っている児童生徒を対象とし、本

人、保護者及び学校関係者を交えた

相談業務を行うことにより、学校生

活への適応を図る。 

○実績 

・相談件数 23 件 

単発16件…知能検査、単発の相談 

継続 7 件…5 回継続の面接、学校

生活へのガイダンス

作成を行う相談 

・事後経過 0 件 

 

 

〇特別支援教育に関する体制整備 

・ 特別支援教育コーディネーター研修を定

期的に開催する。長期的な視点に立ったカ

リキュラムの作成、自立活動の充実、幼小・

小中連携の充実について具体的な研修を

実施する。 

〇授業のユニバーサルデザイン化の推進 

・ 特別支援学級在籍児童生徒だけでなく、

通常の学級に在籍する児童生徒の困難さに

も対応する授業の在り方について情報提供、

支援する。 

⑥  

情報連携体制 

保育幼稚園課、 

子育て総務課、 

学校教育課、 

健康づくり課、 

障がい福祉課 

 

■ 発達支援に係る庁内連絡会の開催 

【 対象 】 

発達障がい者トータルライフ支援に

関連する部署 

 

 

・事業を進める中で共有すべき情報や課題に

ついて、引き続き情報交換を行う。 

⑦  

様々な媒体を通し

た啓発活動 

（障がい福祉課） 

 

■ 市民向けの啓発活動 

・ハンドブックの活用、ホームページ

や市報等で情報発信を行う。 

 

 

・引き続き啓発活動に取り組む。 

 


